
 

 

 

伊万里市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

 

  令和７年９月１９日 

 

                      伊万里市長 深 浦 弘 信 



 

伊万里市条例第２４号 

伊万里市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部 

を改正する条例 

 

伊万里市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例

第２７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

２３ 市長 市の事務を処理するために利用する情報システムの機能で

あって住登外者（市の住民基本台帳に記録されていない者

であって、市において事務に必要な情報を住民基本台帳と

は別に管理しておく必要があるものをいう。以下同じ。）

を特定する固有の番号を付番し、管理するもの（以下「住

登外者宛名番号管理機能」という。）による住登外者の情

報の管理に関する事務であって規則で定めるもの 

 別表第２の１ 市長の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

住登外者宛名番号管理機能による住

登外者の情報の管理に関する情報

（以下「住登外者宛名情報」とい

う。）であって規則で定めるもの 

別表第２の２ 市長の項特定個人情報の欄、同表の３ 市長の項特定個人情報の

欄、同表の４ 市長の項特定個人情報の欄、同表の５ 市長の項特定個人情報の欄、

同表の６ 市長の項特定個人情報の欄、同表の７ 市長の項特定個人情報の欄、同

表の８ 市長の項特定個人情報の欄、同表の９ 市長の項特定個人情報の欄、同表

の１０ 市長の項特定個人情報の欄、同表の１１ 市長の項特定個人情報の欄、同

表の１２ 市長の項特定個人情報の欄、同表の１３ 市長の項特定個人情報の欄、

同表の１４ 市長の項特定個人情報の欄、同表の１５ 市長の項特定個人情報の欄、

同表の１６ 市長の項特定個人情報の欄、同表の１７ 市長の項特定個人情報の欄、



 

同表の１８ 市長の項特定個人情報の欄、同表の１９ 市長の項特定個人情報の欄、

同表の２０ 市長の項特定個人情報の欄、同表の２１ 市長の項特定個人情報の欄、

同表の２２ 市長の項特定個人情報の欄及び同表の２３ 市長の項特定個人情報の

欄に次のように加える。 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

別表第２に次のように加える。 

２４ 市長 住登外者宛名番号管理機

能による住登外者の情報

の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

医療保険給付関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

児童扶養手当関係情報であって規則

で定めるもの 

障害者自立支援給付関係情報であっ

て規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則で定め

るもの 

介護保険給付等関係情報であって規

則で定めるもの 

住民票関係情報であって規則で定め

るもの 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 


